
第１２号議案 

 

   東京都台東区従前居住者用住宅条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２３年２月４日 

 

      提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、従前居住者用住宅を設置するため提出します。 



   東京都台東区従前居住者用住宅条例 

 

（設 置） 

第１条 密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い、住宅に困窮

することとなる者に対して住宅を提供することにより、区民生

活の安定及び向上を図るため、東京都台東区従前居住者用住宅

（以下「従前居住者用住宅」という。）を設置する。 

（定 義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 密集住宅市街地整備促進事業 東京都台東区（以下「区」

という。）が施行する住宅市街地整備計画に基づく住宅市街地

総合整備事業及び東京都知事の承認を受けた東京都木造住宅

密集地域整備促進事業ガイドラインに基づく東京都木造住宅

密集地域整備促進事業をいう。 

(２) 収入 公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。

以下「政令」という。）第１条第３号に規定する収入をいう。 

(３) 付帯施設 従前居住者用住宅に付置した自転車置場、ご

み置場等をいう。 

（名称、位置及び戸数） 

第３条 従前居住者用住宅の名称、位置及び戸数は、東京都台東

区長（以下「区長」という。）が別に定める。 

（使用者の資格） 

第４条 従前居住者用住宅を使用することができる者は、次の各

号に掲げる要件を満たしている者でなければならない。 



(１) 密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い、建替え又は

除却となる住宅に引き続き２年以上居住していること。 

(２) 密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い、住宅に困窮

することが明らかであること。 

(３) 収入が台東区規則（以下「規則」という。）で定める収入

基準（以下「収入基準」という。）を超えないこと。 

 (４) 独立して日常生活を営むことができること。 

 (５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下 

「暴力団員」という。）でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、密集住宅市街地整備促進事業の施

行に伴う住宅の建替えのために仮住居を必要とする当該住宅の

所有者が、従前居住者用住宅を一時的に使用しようとするとき

は、同項第３号に掲げる要件を満たしていることを要しないも

のとする。 

３ 区長は、前２項に定めるもののほか、特に必要があると認め

るときは、従前居住者用住宅を使用することができる者の資格

について要件を加えることができる。 

（使用許可） 

第５条 従前居住者用住宅を使用しようとする者は、区長の許可

を受けなければならない。 

（使用申込み） 

第６条 従前居住者用住宅の使用につき前条の許可を受けようと

する者は、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなけ

ればならない。 



（使用予定者の決定等） 

第７条 区長は、前条の使用の申込みをした者を使用予定者と決

定する。ただし、同条の使用の申込みをした者の数が使用させ

るべき従前居住者用住宅の戸数を超えるときは、抽せんにより

使用予定者を決定する。 

２ 区長は、前項の規定により決定された使用予定者について、

第４条に規定する資格の有無を審査するものとする。 

（使用手続） 

第８条 前条第２項に規定する審査を受けた使用予定者は、区長

が指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならな

い。 

(１) 規則で定める資格を有する連帯保証人が連署する誓約書

を提出すること。ただし、区長が特別の事情があると認める

ときは、連帯保証人の連署を必要としない。 

(２) 第１４条第１項の敷金を納付すること。 

２ 使用予定者は、やむを得ない事情により前項の区長が指定す

る日までに手続をすることができないときは、同項の規定にか

かわらず、区長が別に指定する日までに同項の手続をすること

ができる。 

３ 区長は、第１項又は前項の規定に基づく手続を完了した者に

対して、従前居住者用住宅の使用を許可し、その旨を通知する。 

４ 区長は、正当な事由がなく第１項又は第２項の区長が指定す

る日までに第１項の手続を行わない者に対しては、使用予定者

の決定を取り消すことができる。 

５ 従前居住者用住宅の使用を許可された者（以下「使用者」と



いう。）は、使用許可の日から２０日以内に当該従前居住者用住

宅の使用を開始しなければならない。ただし、区長が特別の事

情があると認めるときは、この限りでない。 

（使用期間） 

第９条 従前居住者用住宅の使用期間は、当該従前居住者用住宅

の借上げ期間を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第４条第２項の規定に該当する使

用者に係る従前居住者用住宅の使用期間は、２年間を限度とす

る。ただし、区長は、特別の事情があると認めるときは、使用

期間を延長することができる。 

（使用料の決定） 

第１０条 従前居住者用住宅の使用料は、毎年度、第２２条第１

項の規定により認定された収入（同条第３項の規定により更正

された場合には、その更正後の収入。第２４条において同じ。）

に基づき、近傍同種の住宅の家賃（第３項の規定により定めら

れたものをいう。以下同じ。）以下で政令第２条及び政令第１５

条第１項に規定する算定方法により算定した額とする。ただし、

第２１条の収入の申告がない場合において、収入の申告の請求

を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないときは、

当該従前居住者用住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とす

る。 

２ 政令第２条第１項第４号に規定する事業主体が定める数値は、

区長が別に定めるものとする。 

３ 第１項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第３条及び

政令第１５条第１項に規定する算定方法により算定した額とす



る。 

（使用料の徴収） 

第１１条 使用料は、従前居住者用住宅の使用許可の日から徴収

する。 

２ 区長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認め

るときは、区長が指定する期日から使用料を徴収することがで

きる。 

３ 使用者は、当月分の使用料を毎月末日までに納付しなければ

ならない。ただし、当該期日が金融機関の休業日に当たるとき

は、当該期日後直近の金融機関の営業日までに納付するものと

する。 

４ 従前居住者用住宅の使用許可の日若しくは第２項の規定によ

り指定された期日の属する月又は従前居住者用住宅を返還した

日の属する月における使用期間が１月に満たないときの使用料

の額は、日割計算による。 

５ 区長は、使用者が第２５条第１項に規定する手続を経ないで

無断で従前居住者用住宅を使用しなくなったときは、その事実

を認定し、使用許可を取り消した日までの使用料を徴収する。 

（使用料の減免又は徴収猶予） 

第１２条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において

必要と認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は

使用料の徴収を猶予することができる。 

(１) 使用者又は同居者が災害により著しい被害を受けたとき。 

(２) 使用者又は同居者が失職、疾病その他の事由により著し

く生活困難な状態にあるとき。 



(３) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。 

(４) 使用者及び同居者の責に帰すべき事由によらないで引き

続き１０日以上従前居住者用住宅の全部又は一部を使用する

ことができないとき。 

(５) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。 

２ 前項に規定する使用料の減額又は免除の額及び期間について

は、規則で定める。 

３ 第１項に規定する使用料の徴収の猶予期間は、６月を超える

ことができない。 

４ 使用者は、第１項の規定により使用料の減額若しくは免除又

は徴収猶予を受けようとするときは、区長に申請しなければな

らない。 

（使用料の督促） 

第１３条 区長は、使用料を第１１条第３項に規定する納期限ま

でに納付しない使用者があるときは、期限を指定して督促しな

ければならない。 

（敷 金） 

第１４条 区長は、使用予定者から入居時における使用料の３月

分に相当する金額を敷金として徴収する。 

２ 区長は、従前居住者用住宅の返還の際、敷金を使用者に還付

する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、

敷金のうちからこれを控除した額を還付する。 

３ 使用者は、敷金の額が未納の使用料、共益費又は賠償金に満

たないときは、区長が指定する日までに不足額を納付しなけれ

ばならない。 



４ 敷金には利子を付けない。 

（使用者の費用負担） 

第１５条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。 

(１) 使用者又は同居者の責に帰すべき事由によって生じた修

繕等に要する費用 

(２) 電気、ガス及び上下水道の使用料 

(３) じんかいの処理並びに排水管の清掃及び消毒に要する費

用 

(４) エレベーターの使用及び維持に要する費用 

(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が指定する費用 

２ 区長は、前項第１号、第３号又は第４号の費用のうち、使用

者に負担させることが適当でないと認めるものについては、そ

の全部又は一部を使用者に負担させないことができる。 

（共益費） 

第１６条 区長は、前条第１項各号の費用のうち、使用者の共通

の利益を図るため、特に必要と認めるものを、共益費として使

用者から徴収することができる。 

２ 使用者は、当月分の共益費を毎月末日までに使用料とともに

納付しなければならない。 

３ 共益費の徴収及び減額若しくは免除又は徴収猶予については、

第１１条及び第１２条の規定を準用する。 

（使用者の保管義務） 

第１７条 使用者は、従前居住者用住宅及び付帯施設について必

要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければ

ならない。 



２ 使用者は、自己又は同居者の責に帰すべき事由により、従前

居住者用住宅又は付帯施設を滅失し、又はき損したときは、こ

れを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければなら

ない。 

（使用者の禁止行為） 

第１８条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと。 

(２) 従前居住者用住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利

を他の者に譲渡すること。 

(３) 従前居住者用住宅を住宅以外の目的に使用すること。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、区長が従前居住者用住宅の

管理上必要と認めること。 

（許可事項及び届出事項） 

第１９条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、区

長の許可を受けなければならない。 

(１) 入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとする

とき。 

(２) 従前居住者用住宅の模様替その他従前居住者用住宅に工

作を加える行為をしようとするとき。 

(３) 従前居住者用住宅の敷地内に工作物を設置しようとする

とき。 

(４) 同居者の人数の増減により、使用する従前居住者用住宅

を変更しようとするとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が従前居住者用住宅の

管理上必要と認めるとき。 



２ 区長は、前項第１号の新たに同居させようとする入居の際の

同居者以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしては

ならない。 

３ 区長は、第１項の許可に当たり、必要な条件を付することが

できる。 

４ 使用者は、従前居住者用住宅を引き続き３０日以上使用しな

いときは、規則で定めるところにより、届出をしなければなら

ない。 

（使用権の承継） 

第２０条 使用者が死亡した場合において、その死亡時に当該使

用者と同居していた者が引き続き居住することを希望するとき

は、区長の許可を受けなければならない。 

２ 区長は、従前居住者用住宅の使用権の承継の許可を受けよう

とする者が次の各号に掲げる要件を満たし、かつ、従前居住者

用住宅の管理上支障がないと認めるときは、当該従前居住者用

住宅の使用権の承継の許可をすることができる。ただし、前項

に規定する使用者及び当該従前居住者用住宅の使用権の承継の

許可を受けようとする者が第２６条第１項各号のいずれかに該

当するときは、この限りでない。 

(１) 当該使用者の配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）であること。 

(２) 当該従前居住者用住宅の使用許可の日又は前条第１項第

１号の規定による同居の許可を受けた日から引き続き当該従

前居住者用住宅に居住していること。 

(３) 収入が政令第９条第１項に規定する金額以下であること。 



３ 区長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認め

るときは、同項に規定する要件を満たさない者に対しても、使

用権の承継の許可をすることができる。 

４ 区長は、第２項に定めるもののほか、特に必要があると認め

るときは、従前居住者用住宅の使用権を承継することができる

者の資格について要件を加えることができる。 

（収入の申告） 

第２１条 使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入

の申告を行わなければならない。 

（収入額の認定等） 

第２２条 区長は、前条の収入の申告その他の資料に基づき、収

入の額を認定し、使用者にその認定した額、収入基準の超過の

有無その他必要な事項を通知する。 

２ 前項の規定による通知を受けた使用者は、その通知を受けた

日の翌日から３０日以内に、同項の規定による認定に対して、

規則で定めるところにより、意見を述べることができる。 

３ 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めると

きは、第１項の規定により認定した収入の額を更正する。 

（収入超過者の明渡努力義務） 

第２３条 使用者は、従前居住者用住宅を引き続き３年以上使用

している場合において、前条第１項の規定により認定された収

入が収入基準を超えるときは、当該従前居住者用住宅を明け渡

すよう努めなければならない。 

（収入超過者に対する使用料） 

第２４条 前条の規定に該当する使用者は、従前居住者用住宅を



引き続き使用しているときは、第１０条第１項の規定にかかわ

らず、次項に定めるところにより算定した額の使用料を納付し

なければならない。 

２ 前項の使用料は、毎年度、第２２条第１項の規定により認定

された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第８

条第２項及び政令第１５条第１項に規定する算定方法により算

定した額とする。 

３ 第１１条から第１３条までの規定は、第１項の使用料につい

て準用する。 

（従前居住者用住宅の返還） 

第２５条 使用者は、従前居住者用住宅を返還しようとするとき

は、返還しようとする日の１月前までに区長に届け出て、当該

従前居住者用住宅の検査を受けなければならない。 

２ 使用者は、前項に規定する場合において、第１９条第１項第

２号又は第３号の規定による許可を受けて従前居住者用住宅の

模様替その他従前居住者用住宅に工作を加える行為をし、又は

その敷地内に工作物を設置したときは、自己の費用でこれを撤

去して原形に復さなければならない。 

（従前居住者用住宅の明渡請求） 

第２６条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該使用者に対して、使用許可を取り消し、従前居住者用

住宅の明渡しを請求することができる。 

(１) 不正の行為により入居したとき。 

(２) 正当な事由がなく使用料を３月以上滞納したとき。 

(３) 従前居住者用住宅又は付帯施設を故意にき損したとき。 



(４) 正当な事由がなく３０日以上従前居住者用住宅を使用し

ないとき。 

(５) 第１７条、第１８条、第１９条第１項から第３項まで又

は第２０条の規定に違反したとき。 

(６) 住宅を取得したとき。 

(７) 暴力団員であることが判明したとき（同居者が該当する

場合も含む。）。 

(８) 従前居住者用住宅の借上げの期間が終了したとき。 

(９) 前各号に掲げるもののほか、区長が従前居住者用住宅の

管理上必要があると認めたとき。 

２ 前項の規定により従前居住者用住宅の明渡しの請求を受けた

使用者は、速やかに当該従前居住者用住宅を明け渡さなければ

ならない。 

（住宅の検査等） 

第２７条 区長は、従前居住者用住宅の管理上必要があると認め

るときは、区職員のうちから区長が指定した者（以下「検査員」

という。）に、従前居住者用住宅の検査をさせ、又は使用者若し

くは同居者に対して適当な指示をさせることができる。 

２ 前項の検査を行う場合において、現に使用している従前居住

者用住宅に検査員が立ち入るときは、あらかじめ当該従前居住

者用住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。 

３ 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

（罰 則） 

第２８条 区長は、使用者が詐欺その他不正の行為により使用料



の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額

の５倍に相当する金額以下の過料を科する。 

（委 任） 

第２９条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（準備行為） 

２ 従前居住者用住宅の使用の申込みその他使用のために必要な

準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができ

る。 


